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第９章 保全調整池等について 

１ 保全調整池の指定について 

静岡市長は、巴川流域に存する防災調整池の機能が、浸水被害の防止を図るために有用で

あると認めるときは、当該防災調整池を保全調整池として指定することができる。 

なお、保全調整池の指定をするときは、当該保全調整池を公示する。 

【解説】 

宅地開発に伴い設置された防災調整池を保全調整池として指定しようとするときは、令第

14条に規定する規模のほか、当該防災調整池が次に掲げる要件のすべてに該当するときに

限って行うこと。 

①宅地開発等指導要綱に基づいて設置されたもの、又は宅地開発等指導要綱に基づかない

ものであっても地方公共団体の指導又は要請に基づいて設置されたもの。 

②浸水被害の防止の目的をもって人工的に設置されたもの。 

③防災調整池の敷地の所有者及び管理者が、洪水調節等を目的として設置されていると認

識し、管理しているもの。 

なお、保全調整池の指定は、特定都市河川等の指定時に一度に行う必要ない。 

１）保全調整池の指定等 

特定都市河川流域では、浸水被害の防止のため河川管理者等は流域水害対策計画を策定 

し対策を行うものであるが、その効果を減殺させないため、雨水浸透阻害行為の許可とあ 

わせて、浸水被害の防止の目的を持った既存の防災調整池について、保全調整池として指 

定し雨水の一時的な貯留機能の保全をはかるものである。したがって保全調整池の指定に 

は、必ずしも特定都市河川等の指定時に一度に行わなければならないものではないが、順 

次早期に指定を行うことが望ましい。 

 保全調整池の公示は、保全調整池を指定した旨、当該保全調整池の名称及び指定番号、 

当該保全調整池の敷地である土地の区域並びに当該保全調整池の容量を、広報に掲載して 

行う。 

２）保全調整池として指定する防災調整池の規模 

保全調整池は特定都市河川流域に存在する防災調整池のうち、令第14条で定める規模で 

ある100㎥以上の容量を有し、静岡市長が当該保全調整池の雨水を一時的に貯留する機能が 

流域の浸水被害防止の観点から有用と認めるときに指定するものである。

なお、既存の防災調整池を対象とすることから、仮に池底が浸透構造となっていたとし

てもその機能の確認が困難であると考えられることから、保全調整池の指定にあたっては、

貯留容量のみを要件とし、浸透機能による調節容量は考慮しない。 
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２ 標識の設置 

静岡市長は、保全調整池を指定したときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲

げる土地又は建築物等に、保全調整池が存在する旨を表示した標識を設けなければならない。 

(1)保全調整池の敷地である土地 

(2)建築物等に保全調整池が設置されている場合にあっては、当該建築物又はその敷地であ 

る土地 

【解説】 

保全調整池の指定に当たって静岡市長が設置する標識は、規則第23条第１項に規定する下

記の①～⑤の事項に加え、当該保全調整池が特定都市河川流域の特定都市河川、特定都市下

水道又は地先の水路等の浸水被害の防止に寄与していることを流域内住民等及び保全調整池

所有者等に対して周知させる説明文の記載や構造図の表示をおこなうなど分かりやすいもの

とすることが望ましい。 

①保全調整池の名称及び指定番号 

②保全調整池の容量及び構造の概要 

③保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為を使用とするものは静岡市長に

届け出なければならない旨 

④保全調整池の管理者及びその連絡先 

⑤表紙の設置者及びその連絡先 

１）標識設置の簡略化について

設置する標識は、大きさは600mm 

×400mm(図6-25参照)、設置方法は 

コンクリート基礎式を原則とする 

が、現地状況により、困難と判断 

された場合は、大きさは450mm× 

300mm、設置方法はプレート式にそ 

れぞれ変更することができる。 

図 9-1 標識の例示（600mm×400mm）


